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平成２４年度生活衛生課関係予算(案)等の概要 
 
                                               平成23年12月24日        
                                               厚生労働省健康局 
                                               生 活 衛 生 課        
 
 
                             24 年度予算額(案) ［23 年度予算額］ 

 予 算               ２，５５１百万円［２，２８９百万円］ 
 
 
１．生活衛生営業対策        ９５６百万円  [   ７４８百万円］ 
 
（１）生活衛生関係営業対策事業費補助金 
                  ７９７百万円［  ７２４百万円］ 
  全国生活衛生営業指導センターのシンクタンク機能の強化を図るととも

に、生活衛生同業組合及び連合会の行う衛生対策、振興事業の支援を強化

する。 
 
 ・全国生活衛生営業指導センター     １３５百万円［  １０１百万円］ 
       新  生衛業経営状況実態調査 
 
 ・都道府県生活衛生営業指導センター  ４５５百万円［  ４３６百万円］ 
 
 ・生活衛生同業組合、連合会      ２０７百万円［  １８８百万円］ 
     新  災害時危機管理事業 
 
（２）被災した生活衛生関係営業者への支援【復旧・復興】 
            （復興庁一括計上）１３５百万円［       ０百万円］ 
  店舗等の再建が困難な被災した生活衛生関係営業者の復興を支援するた 

めに、仮設クリーニング工場の設置などを支援することにより、営業者の 自

立を支援する。※２３年度補正で２３３百万円計上 
 
（３）その他              ２４百万円［      ２４百万円］ 
     新  環境衛生監視員研修            1.5 百万円［       ０百万円］ 
 
 
２．株式会社日本政策金融公庫補給金 
                  １，５８７百万円［１，５３２百万円］ 
  株式会社日本政策金融公庫の生活衛生資金貸付業務に係る補給金 
   ※ 裁量的経費としての取扱を改め、非裁量的経費（義務的経費）とすることに 

    ついて認められた。 
 
 
３．建築物等環境衛生対策          ９百万円［    ９百万円］ 

 

第６回生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・評価会 

 平成２４年１月２６日 

 

参考資料３ 



2 

 

 
 日本政策金融公庫融資（生活衛生資金貸付） 
 
１．貸付計画額            １，１５０億円［ １，２００億円］ 
 
２．貸付制度の改善 
 （１）振興事業促進支援融資制度(平成 23 年度に創設)の延長  等 
 （２）特別利率適用施設設備の拡充  等 
    ・発電設備（飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、 

    氷雪販売業、旅館業） 
    ・省エネルギー設備にヒートポンプ方式熱源装置を追加 
  （３）生活衛生経営改善貸付の条件緩和 
 
 

 税制改正     
 
１．生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の  

  適用期限の延長〔法人税〕 
   生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却措置の適

用期限を１年延長 
 
２．公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限の延長〔所得税・法

人税〕    
      フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機又は活性炭吸着回収装

置内蔵型のテトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機

を新増設した場合に、取得価額の８％の特別償却を認める特例措置(平成

２３年度改正)の適用期限を２年延長 
          
３．公害防止用設備に係る課税標準の特例措置の拡充〔固定資産税〕  

 活性炭吸着回収装置又は活性炭吸着回収装置内蔵型のドライクリーニ

ング機に係る固定資産税の課税標準を軽減する特例措置について、活性炭

吸着回収装置を対象から外し、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニン

グ機を対象に追加し、課税標準を価格の２分の１（現行３分の１）にした

上で、適用期限を２年延長 
 
４．ホテル・旅館の建物に係る固定資産税評価の見直し〔固定資産税〕 
      観光立国の観点から重要な役割と果たすホテル・旅館の用に供する家

屋に係る固定資産評価について、現在実施されている実態調査等の結果を

踏まえ、家屋類型間の減価状況のバランスも考慮の上、見体的な検討を進

め、平成２７年度の評価替えにおいて対応 


